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土地賃貸借契約書（案）

箕面市（以下「甲」という。）と （以下「乙」という。）

は、甲が所有する末尾記載の桜井駅前暫定一時駐車スペース（以下「貸付物件」

という。）について、次のとおり賃貸借契約を締結する。

（賃貸借の目的）

第１条 この契約による賃貸借は、桜井駅前暫定一時駐車スペースの有効利用に供

するために貸付物件を有料機械式一時駐車スペースとして管理及び運営するこ

とにより、市有地の有効活用を図ることを目的とすることを、甲乙双方が確認す

る。

（適用規定等）

第２条 この契約による賃貸借は、建物の所有を目的とせず、借地借家法の適用は

ないものとする。

２ 甲は、行政財産である貸付物件を地方自治法第２３８条の４第２項の規定に基

づき貸し付けるものとする。

３ 甲及び乙は、前２項に定めるもののほか、民法、地方自治法、地方自治法施行

令その他の関係法令及び箕面市契約規則その他の例規でこの契約に適用される

ものを遵守しなければならない。

（契約の前提条件）

第３条 この契約は、次の各号に掲げる書類等の記載内容等を前提条件に締結する

ことを、甲乙双方が確認する。

(1) 桜井駅前暫定一時駐車スペース貸付に伴う一般競争入札実施要領（以下「入
札実施要領」という。）

(2) 甲が令和３年４月２０日にホームページに掲載した質疑書に対する回答
(3) 乙が提出した事業計画書及び当該計画書に関する甲乙間の協議決定事項

（賃貸借期間）

第４条 貸付物件の賃貸借期間は、令和３年５月１日から令和４年５月３１日

までとする。ただし、甲が引続き貸付け可能と判断したときは、当初契約期間か

ら最長１年間延長することができる。

（貸付料）

第５条 貸付物件の貸付料は、総額 円とする。
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２ 前項の貸付料の額は、消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定に

よる地方消費税の額（以下これらを「消費税等の額」という。）を含むものとす

る。ただし、前条に規定する貸付期間内に消費税等の額に変動が生じた場合は、

当該貸付料に１１０分の１００を乗じて得た額に当該変動後の消費税等の額を

加算して得た額（この額に１円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）

とする。

３ 乙は、前２項の貸付料を契約後、事業開始までに甲に全額納付しなければなら

ない。

４ 貸付期間が１月に満たないときの貸付料は、総額を１３で除し、更に３０で除

して得た日額に、その月の貸付に係る日数を乗じて算出する。

５ 貸付料は、甲が発行する納付書で甲の指定する口座に振り込むことにより納付

するものとする。

６ 乙が第３項の期限までに貸付料を納付しないときは、乙は、当該期限の翌日か

ら納付日まで年６％の割合で計算した遅延利息を加算して甲に納付しなければ

ならない。

（費用負担）

第６条 貸付物件の管理運営に要する費用は、乙の負担とする。

（管理運営等の内容等）

第７条 乙が行う貸付物件の管理運営及び整備工事の内容は、入札実施要領のとお

りとする。

２ 貸付物件の管理運営に関し、乙が行う利用実績の報告並びに甲が行う実地調査、

報告の徴取及び是正等の指示については、入札実施要領のとおりとする。

（貸付に関する制限事項）

第８条 乙は、貸付物件を 20台以上が駐車可能な時間貸し一時駐車スペース（月
極駐車場は不可）以外の用途に供してはならない。

２ 乙は、貸付物件に建物を建築してはならない。

３ 乙は、貸付物件を他人に転貸し、賃借権を譲渡し、又は担保の目的に供しては

ならない。

（契約の解約及び変更）

第９条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解約し、又は変

更することができる。ただし、第３号に該当するときは、解約に限る。
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(1) 甲が貸付物件を公用又は公共の用に供する必要が生じたとき。
(2) 乙がこの契約書又は入札実施要領の条項に違反したとき。
(3) 乙が入札参加資格の詐称等、不正な手段でこの契約を締結したことが明らか
になったとき。

２ 前項第１号の規定により解約し、又は変更する場合は、甲は、乙に対し、２か

月前までに通知しなければならない。

３ 第１項第１号の規定により解約され、又は変更されたことにより乙に損失が生

じたときは、乙は、甲に対してその補償を求めることができる。

４ 第１項第２号又は第３号の規定により解約されたときは、乙は、解約日から１

か月以内に、第４条の賃貸借期間満了までの貸付料相当額を違約金として甲に対

して一括で支払うものとする。

５ 第１項第２号の規定により変更されたときは、乙は、前項の規定に準じて甲が

算定した違約金を支払うものとする。

（原状の回復等）

第１０条 乙は、契約期間が満了するときは満了日までに、前条の規定により契約

を解約されたときは解約日から１週間以内に、自己の負担で貸付物件を原状に回

復し、甲の確認を受けて返還しなければならない。

２ 前項の規定にかかわらず、乙は、甲が貸付物件の全部又は一部を現状有姿の状

態で返還することを承認した場合は、原状に回復することなく当該部分を返還す

ることができる。この場合において、乙は、甲に対し、当該部分に係る有益費の

請求をすることができない。

（損害賠償）

第１１条 乙は、自らの責めに帰する理由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、

又は毀損したときは、その損害として甲が算出した金額を賠償しなければならな

い。ただし、乙が滅失し、又は毀損した部分を直ちに原状に復した場合は、この

限りでない。

２ 前項に定めるもののほか、乙は、貸付物件の管理及び運営に伴い甲又は第三者

に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

３ 乙は、前２項の損害の賠償に備えるため、損害保険に加入しなければならない。

（合意管轄裁判所）

第１２条 この契約に関する訴訟については、大阪地方裁判所を第１審の裁判所と

する。
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（疑義の決定）

第１３条 この契約に関し疑義を生じた事項又はこの契約に定めのない事項につ

いては、法令等（箕面市条例等を含む。）の規定によるもののほか、甲乙協議の

うえ決定するものとする。

この契約の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙各１通を保有する。

令和３年 ４月 ３０日

甲 大阪府箕面市西小路四丁目６番１号

箕面市

代表者 箕面市長 上 島 一 彦 ㊞

乙 （住所）

（会社名）

（代表者名） ㊞

貸付物件の表示

物件 桜井駅前暫定一時駐車スペース

所在 箕面市桜井２丁目２地先(道路管理地)


